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経営者団体の長 殿

基発 1028第 2号

平成 23年 10月 28日

厚生労働省労働基準局長

労働時間の適正化に関する要請について

日頃から労働基準行政に格別の御配意を賜り、厚く御礼申し上げます。

労働時間等の現状をみると、週の労働時聞が 60時間以上の労働者の割合は減

少基調にあるものの平成 22年には増加に転じ、依然として高い水準で、推移する

など未だ長時間労働の実態がみられます。また、脳・心臓疾患に係る労災支給

決定件数は平成 22年度においても 285件に上るなど、過重労働による健康障害

も依然多い状況にあるほか、割増賃金の不払に係る労働基準法違反も後を絶た

ないところです。

これらの問題の解消に向けでは、使用者が労働時間を適正に把握した上で、

適切な対処を行うことが求められるものであり、また、使用者のみならず、労

働者・労働組合、産業保健スタップ等のすべての関係者の理解を得て、労使が

一体となった取組が行われることが望まれます。

そこで、本年度においても、このような取組を促し、長時間労働の抑制等の

労働時間の適正化を図るため、 11月に「労働時間適正化キャンベーンj を実施

し、集中的な周知啓発等を行うこととしています。

つきましては、貴団体におかれましても、この取組の趣旨を御理解し、ただき、

各企業等において労働時間の適正化に向け下記に重点を置いた取組が推進され

ますよう、傘下企業等への一層の周知等に御協力をお願いします。

なお、企業等への周知に当たっては、別添のリーフレット等も御活用くださ

記

0時間外労働協定の適正化等による時間外 ・休日労働の削減

。長時間労働者への医師による面接指導等労働者の健康管理に係る措置の徹底

O労働時間の適正な把握の徹底



社団法人日本経済団体連合会会長殿

基発 1028第 2号

平成 23年 10月 28日

厚生労働省労働基準局長

労働時間の適正化に関する要請について

日頃から労働基準行政に格別の御配意を賜り、厚く術l礼申し上げます。

労働時間等の現状をみると、週の労働時聞が 60時間以上の労働者の割合は減

少基調にあるものの平成 22年には増加に転じ、依然として高い水準で、推移する

など未だ長時間労働の実態がみられます。また、脳・心臓疾患に係る労災支給

決定件数は平成 22年度においても 285件に上るなど、過重労働による健康障害

も依然多い状況にあるほか、割増賃金の不払に係る労働基準法違反も後を絶た

ないところです。

これらの問題の解消に向けては、使用者が労働時間を適正に把援した上で、

適切な対処を行うことが求められるものであり、また、使用者のみならず、労

働者・労働組合、産業保健スタッフ等のすべての関係者の理解を得て、労使が

一体となった取組が行われることが望まれます。

そこで、本年度においても、このような取組を促し、長時間労働の抑制等の

労働時間の適正化を図るため、 11月に「労働時間適正化キャンベーン」を実施

し、集中的な周知啓発等を行うこととしています。

つきましては、貴団体におかれましても、この取組の趣旨を御理解いただき、

各企業等において労働時間の適正化に向け下記に重点を置いた取組が推進され

ますよう、傘下企業等への一層の周知等に御協力をお願いします。

なお、企業等への周知に当たっては、別i添のリーフレッ卜等も御活用くださ

言己

0時間外労働協定の適正化等による時間外・休日労働の削減

。長時間労働者への医師による面接指導等労働者の健康管理に係る措置の徹底

O労働時間の適正な把握の徹底
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日本商工会議所会頭殿

基発 1028第 2号

平成 23年 10月 28日

厚生労働省労働基準局長

労働時間の適王化に関する要請について

日頃から労働基準行政に格別の御配意を賜り、厚く御礼申し上げます。

労働時間等の現状をみると、適の労働時間が 60時間以上の労働者の割合は減

少基調にあるものの平成 22年には増加に転じ、依然として高い水準で、推移する

など未だ長時間労働の実態がみられます。また、脳・心臓疾患に係る労災支給

決定件数は平成 22年度においても 285件に上るなど、過重労働による健康障害

も依然多い状況にあるほか、割増賃金の不払に係る労働基準法違反も後を絶た

ないところです。

これらの問題の解消に向けでは、使用者が労働時間を適正に把握した上で、

適切な対処を行うことが求められるものであり、また、使用者のみならず、労

働者・ 労働組合、産業保健スタッフ等のすべての関係者の理解を得て、労使が

一体となった取組が行われることが望まれます。

そこで、本年度においても、このような取組を促し、長時間労働の抑制等の

労働時間の適正化を図るため、 11月に「労働時間適正化キャンペーンJを実施

し、集中的な周知啓発等を行うこととしています。

つきましては、貴団体におかれましでも、この取組の趣旨を御理解し、ただき、

各企業等において労働時間の適正化に向け下記に重点を置いた取組が推進され

ますよう、傘下企業等への一層の周知等に御協力をお願いします。

なお、企業等への周知に当たっては、別添のリーフレット等も御活用くださ

し、。

記

0時間外労働協定の適正化等による時間外・休日労働の削減

。長時間労働者への医師による面接指導等労働者の健康管理に係る措置の徹底

O労働時間の適正な把握の徹底



全国中小企業団体中央会会長 殿

基発 1028第 2号

平成 23年 10月 28日

厚生労働省労働基準局長

労働時間の適正化に関する要請について

日頃から労働基準行政に格別の御配意を賜り、厚く御礼申し上げます。

労働時間等の現状をみると、週の労働時間が 60時間以上の労働者の割合は減

少基調にあるものの平成 22年には増加に転じ、依然として高い水準で、推移する

など未だ長時間労働の実態がみられます。また、脳・心臓疾患に係る労災支給

決定件数は平成 22年度においても 285件に上るなど、過重労働による健康障害

も依然多い状況にあるほか、害IJ増賃金の不払に係る労働基準法違反も後を絶た

ないところです。

これらの問題の解消に向けては、使用者が労働時間を適正に把握した上で、

適切な対処を行うことが求められるものであり、また、使用者のみならず、労

働者・労働組合、産業保健スタッフ等のすべての関係者の理解を得て、労使が

一体となった取組が行われることが望まれます。

そこで、本年度においても、このような取組を促し、長時間労働の抑制等の

労働時間の適正化を図るため、 11月に「労働時間適正化キャンペーンJを実施

し、集中的な周知啓発等を行うこととしています。

つきましては、貴団体におかれましても、この取組の趣旨を御理解し、ただき、

各企業等において労働時間の適正化に向け下記に重点を置いた取組が推進され

ますよう、傘下企業等への一層の周知等に御協力をお願いします。

なお、企業等への周知に当たっては、月IJ添のリーフレット等も御活用くださ

記

0時間外労働協定の適正化等による時間外 ・休日 労働の削減

。長時間労働者への医師による函接指導等労働者の健康管理に係る措置の徹底

O労働時間の適正な把握の徹底


